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令和５年４月１日 

屋久島町 
 

 



番号 個人情報ファイル簿の名称 担当課・係 

１ 認可地縁団体認定事務 総務課・総務係 

２ 後納郵便等取扱事務 総務課・総務係 

３ 個人住民税システム 町民課・課税係 

４ 税務ＬＡＮシステム 町民課・課税係 

５ 国民健康保険賦課システム 町民課・課税係 

６ 軽自動車税システム 町民課・課税係 

７ 固定資産税システム 町民課・資産係 

８ 固定資産税賦課徴収事務 町民課・資産係 

９ 縦覧帳簿閲覧・交付事務 町民課・資産係 

10 土地台帳・家屋台帳 町民課・資産係 

11 戸籍情報ファイル 町民課・住民係 

12 戸籍附票情報 町民課・住民係 

13 住民基本台帳ファイル 町民課・住民係 

14 印鑑登録情報ファイル 町民課・住民係 

15 埋火葬許可証発行履歴ファイル 町民課・住民係 

16 人口動態調査票データ 町民課・住民係 

17 離島航空割引カード発行情報ファイル 町民課・住民係 

18 児童手当支給ファイル 福祉支援課・子育て支援係 

19 子ども医療費助成ファイル 福祉支援課・子育て支援係 

20 総合行政システム（国民年金） 健康長寿課・保険年金係 

21 社会保険オンラインシステム可搬型窓口装置 健康長寿課・保険年金係 

22 総合行政システム（国民健康保険資格） 健康長寿課・保険年金係 

23 高額療養費システム 健康長寿課・保険年金係 

24 国保総合システム 健康長寿課・保険年金係 

25 特定健診等データ管理システム 健康長寿課・保険年金係 

26 健康管理システム 健康長寿課・保険年金係 

27 新医療費分析システム 健康長寿課・保険年金係 

28 後期高齢者システム（賦課事務） 健康長寿課・保険年金係 

29 後期高齢システム（給付事務） 健康長寿課・保険年金係 

30 後期高齢システム（長寿健診事務） 健康長寿課・保険年金係 

31 後期高齢システム（資格事務） 健康長寿課・保険年金係 

32 総合行政システム（資格） 健康長寿課・介護保険係 

33 総合行政システム（賦課） 健康長寿課・介護保険係 

34 地域包括支援システム 健康長寿課・地域支援係 



番号 個人情報ファイル簿の名称 担当課・係 

35 健康管理システム（予防接種） 健康長寿課・健康増進係 

36 ワクチン記録システム（ＶＲＳ） 健康長寿課・健康増進係 

37 ＣＯＶＩＤ－19 フォルダ【元データ】 健康長寿課・健康増進係 

38 健康管理システム（健康管理） 健康長寿課・健康増進係 

39 健康管理システム（健康管理） 健康長寿課・健康増進係 

40 上下水道料システム 生活環境課・上下水道係 

41 債権者データ 会計課・会計係 

42 農地台帳 農業委員会事務局 

43 学齢簿ファイル 
教育委員会事務局教育総務課・ 

総務管理係 

44 学齢簿管理システム 
教育委員会事務局教育総務課・ 

総務管理係 

45 選挙時選挙人名簿 選挙管理委員会事務局 

46 定時選挙人名簿 選挙管理委員会事務局 

 



個人情報ファイル簿        【課名・係名】総務課・総務係 

個人情報ファイルの名称 認可地縁団体認定事務 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務課総務係 

個人情報ファイルの利用目的 
認可地縁団体の認定事務において当該申請団体を構成する構

成員の審査するため 

記録項目 

１住所、２氏名 

記録範囲 認可地縁団体を構成する構成員 

記録情報の収集方法 認可地縁団体認可申請代表者が提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町総務課 

（所在地）〒891－4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.1



個人情報ファイル簿        【課名・係名】総務課・総務係 

個人情報ファイルの名称 後納郵便等取扱事務 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務課総務係 

個人情報ファイルの利用目的 書留等郵便の到着追跡、郵便料金の確認のため 

記録項目 

１住所、２氏名 

記録範囲 書留郵便等宛先 

記録情報の収集方法 本人又は差出職員の調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町総務課 

（所在地）〒891－4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.2



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・課税係 

個人情報ファイルの名称 個人住民税システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課課税係 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税賦課に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５年齢、６事業所名、

７収入額、８所得額、９各種控除額、10 納税額、11 本人・扶

養関連情報 

記録範囲 個人 

記録情報の収集方法 本人、課税資料 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.3



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・課税係 

個人情報ファイルの名称 税務ＬＡＮシステム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課課税係 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税賦課に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５年齢、６電話番号、

７収入額、８所得額、９各種控除額、10 納税額、11 本人・扶

養関連情報、12 収支内訳 

記録範囲 個人 

記録情報の収集方法 本人、課税資料 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.4



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・課税係（国保税） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険賦課システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課課税係（国保税） 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税賦課に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５年齢、６事業所名、

７収入額、８所得額、９各種控除額、10 納税額、11 本人・扶

養関連情報 

記録範囲 個人 

記録情報の収集方法 本人、課税資料 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.5



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・課税係 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課課税係 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税賦課に関する事務を行うため 

記録項目 

１所有者氏名、２所有者性別、３所有者生年月日、４所有者住

所、５使用者氏名、６使用者性別、７使用者生年月日、８使用

者住所、９登録日、10 消滅日、11 車種、12 車両情報、13 標識

番号、14 課税情報 

記録範囲 個人、事業所 

記録情報の収集方法 軽自動車税税申告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.6



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・資産係 

個人情報ファイルの名称 固定資産税システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課資産係 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産【土地・家屋・償却資産】の管理 

記録項目 

１所在地、２所有者氏名、３所有者住所、４納税義務者氏名、

５納税義務者住所、６土地評価情報（現況地目・現況地積・標

準地・比準割合・評価額・課税標準額）、７登記情報（登記地

目・登記地積）、８家屋評価情報（用途・種類・構造・工法・屋

根・床面積・再建築費評点数・決定価格・課税標準額）、９登

記情報（家屋番号・種類・構造・屋根・床面積）、10 償却資産

情報（種類・名称・取得年月・取得価格・耐用年数・評価額・

決定価格・課税標準額） 

記録範囲 固定資産の所有者情報と土地・家屋・償却資産の情報 

記録情報の収集方法 登記済通知書及び所有者からの申出（未登記家屋のみ） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

505us2201
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個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・資産係 

個人情報ファイルの名称 固定資産税賦課徴収事務 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課資産係 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産【土地・家屋・償却資産】の賦課及び徴収 

記録項目 

１納税義務者氏名、２納税義務者住所、３固定資産税額、４収

納額、５収納日、６納付書発行情報、７督促発行情報、８延滞

金情報、９時効情報 

記録範囲 固定資産税に係る賦課・徴収情報 

記録情報の収集方法 
固定資産システムによる賦課及び収納システムによる収納管

理 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

 

505us2201
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個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・資産係 

個人情報ファイルの名称 縦覧帳簿閲覧・交付事務 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課資産係 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税システム（名寄兼課税台帳） 

記録項目 

１納税義務者氏名、２納税義務者住所、３代納者情報（氏名・

住所）、４土地所有物件（所在地・登記地目・現況地目・登記

地積・課税地積・評価額・課税標準額・特例情報・登記名義人）、

５家屋所有物件（所在地・家屋番号・床面積・再建築評点数・

評価額・課税標準額・登記名義人）、６償却資産課税標準額、

７合計課税標準額、８軽減情報、９減免情報、10 年税額 

記録範囲 固定資産の所有者情報と土地・家屋・償却資産の情報 

記録情報の収集方法 登記済通知書及び所有者からの申出（未登記家屋のみ） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

505us2201
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個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・資産係 

個人情報ファイルの名称 土地台帳・家屋台帳 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課資産係 

個人情報ファイルの利用目的 土地台帳・家屋台帳の管理 

記録項目 

土地 

１所在地、２地目、３地積、４沿革、５登記年月日、６事由、

７所有者住所、８所有者氏名 

家屋 

１所在地、２家屋番号、３種類、４床面積、５沿革、６登記年

月日、７事由、８所有者住所、９所有者氏名、10 構造、11 床

面積詳細 

記録範囲 法務局保管の土地台帳・家屋台帳の副本 

記録情報の収集方法 登記済通知書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

505us2201
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個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・住民係 

個人情報ファイルの名称 戸籍情報ファイル 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍法に基づく戸籍関係事務（法定受託事務） 

記録項目 

１本籍、２筆頭者氏名、３父母の氏名、４父母との続柄、５養

父母の氏名、６養父母との続柄、７配偶者区分、８名、９出生

年月日＜戸籍事項＞１新戸籍の編製に関する事項、２氏の変更

に関する事項、３転籍に関する事項、４戸籍の全部の消除に関

する事項、５戸籍の全部に係る訂正に関する事項、６戸籍の再

製又は改製に関する事項＜身分事項＞１出生に関する事項、２

認知に関する事項（父及び子）３養子縁組又はその離縁に関す

る事項（養親及び養子）、４特別養子縁組又はその離縁に関す

る事項（養親及び養子）、５離婚の際に称していた氏を称する

ことに関する事項（その氏を称した者）、６親権又は未成年の

後見に関する事項（未成年）、７死亡又は失踪に関する事項（死

亡者又は失踪者）、８生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に

関する事項（生存配偶者）、９推定相続人の廃除に関する事項

（廃除されたもの）、10 入籍に関する事項（入籍者）、11 分籍

に関する事項（分籍者）、12 国籍の得喪に関する事項（国籍を

取得し、又は喪失した者）、13 氏の変更（戸籍法 107 条 2～4）

に関する事項（氏を変更した者）、14 名の変更に関する事項（名

を変更した者）、15 就籍に関する事項（就籍者）、16 性別の取

扱いの変更に関する事項（変更の判決を受けた者） 

記録範囲 本籍を有する者、戸籍届出をした者 

記録情報の収集方法 戸籍法に基づく届出、報告、申請、嘱託、請求、裁判 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 鹿児島地方法務局 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
戸籍法 24 条、113 条～116 条の規定に基づき訂正できる 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

505us2201
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行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

 



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・住民係 

個人情報ファイルの名称 戸籍附票情報 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍附票登録及び戸籍附票の証明書の発行 

記録項目 

１本籍、２筆頭者氏名、３筆頭者住所（履歴含む）、４構成員

氏名、５構成員住所（履歴含む）、６異動事由、７住定日（履

歴含む）、８記載事由、９作成・改製年月日、10 届出年月日、

11 在外選挙人名簿登録市町村名、12 在外選挙人名簿登録日、

13 在外選挙人名簿抹消日 

記録範囲 屋久島町に本籍を置く者 

記録情報の収集方法 
住民異動届、戸籍届出に基づく職権記載、他の市町村からの通

知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
申出により訂正 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
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個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・住民係 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳ファイル 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳法や事務処理要領に基づく事務を実施するため 

記録項目 

＜共通記載事項＞１氏名、２生年月日、３性別、４世帯主の氏

名、５世帯主との続柄、６住所、７住定日、８届出年月日、９

前住所、10 転出先住所、11 住民票コード、12 個人番号、13作

成事由、14 除票事由＜日本人記載事項＞１住民となった日、２

本籍地、３筆頭者＜外国人記載事項＞１外国人住民となった

日、２通称名、３併記名、４国籍・地域、５第 30 条の 45 に規

定する区分、６在留資格、７在留カード等の番号、８在留期間

等、９在留期間等の満了の日 

記録範囲 屋久島町に住民登録した者 

記録情報の収集方法 住民異動届、戸籍届による職権記載、他市町村からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
申出により訂正 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考  
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個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・住民係 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録情報ファイル 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録証明書の発行のため 

記録項目 

１住所、２氏名、３生年月日、４印鑑登録番号、５登録年月日、

６徐印年月日、７印影、８印鑑登録証再交付年月日、９照会番

号、10 申請日、11 回答期限日 

記録範囲 
印鑑登録者及び印鑑登録照会手続き中の者並びに印鑑登録を

廃止した者 

記録情報の収集方法 印鑑登録申請書又は印鑑登録廃止申請書による 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
申出により訂正 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

505us2201
テキストボックス
No.14



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・住民係 

個人情報ファイルの名称 埋火葬許可証発行履歴ファイル 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 埋火葬許可証の発行履歴確認のため 

記録項目 

１発行日時、２対象者氏名、３発付番号、４発付日 

記録範囲 屋久島町にて死亡届を提出した者 

記録情報の収集方法 死亡届を受理し、埋火葬許可証を発行する際にシステムに蓄積 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

505us2201
テキストボックス
No.15



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・住民係 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査票データ 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 人口動態調査報告のため 

記録項目 

１出生票、死亡票、死産票、婚姻票、離婚票について、それぞ

れ人口動態調査必携（厚生労働省）に記載の事項 

記録範囲 
屋久島町にて出生届、死亡届、死産届、婚姻届、離婚届を提出

した者 

記録情報の収集方法 出生届、死亡届、死産届、婚姻届、離婚届に記載の情報を入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（病歴） 

記録情報の経常的提供先 鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所 屋久島保健所 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

505us2201
テキストボックス
No.16



個人情報ファイル簿        【課名・係名】町民課・住民係 

個人情報ファイルの名称 離島航空割引カード発行情報ファイル 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
町民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 離島航空割引カードの発行及び管理のため 

記録項目 

１宛名番号、２世帯番号、３世帯主氏名、４カナ氏名、５氏名、

６生年月日、７年齢、８世帯主との続柄、９性別、10 住所、11

カード番号、12 発行区分、13 異動事由、14 発行場所、15 発行

年月日、16 有効期限、17 本人確認情報、18 連絡先、19 カード

の種類、20 代理人番号、21 代理人氏名、22 代理人住所、23行

政区、24 申請者との関係、25 代理人連絡先 

記録範囲 屋久島町にて離島割引カードの発行を受けた者 

記録情報の収集方法 離島航空割引カード発行申請書による 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町町民課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
申し出により訂正 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

505us2201
テキストボックス
No.17



個人情報ファイル簿        【課名・係名】福祉支援課・子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 児童手当支給ファイル 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
福祉支援課子育て支援係 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当及び特例給付の支給事務を行うため 

記録項目 

１認定番号、２受給者情報（宛名コード、個人番号、カナ氏名、

氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、被用区分、外国人区

分、配偶者情報）、３児童情報、４手当区分、５支給開始年月、

６電話番号、７支払情報、８口座情報、９所得区分 

記録範囲 児童手当の受給者、配偶者、児童 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他市町村（情報提供ネットワークシステム） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町総務課 

（所在地）〒891-4292 

     鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.18



個人情報ファイル簿        【課名・係名】福祉支援課・子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 子ども医療費助成ファイル 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
福祉支援課子育て支援係 

個人情報ファイルの利用目的 子ども医療費の助成事務を行うため 

記録項目 

１認定番号、２受給者情報（宛名コード、個人番号、カナ氏名、

氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、被用区分、外国人区

分、配偶者情報）、３児童情報、４手当区分、５支給開始年月、

６電話番号、７支払情報、８口座情報、９所得区分 

記録範囲 子ども医療費の受給者、配偶者、児童 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他市町村（情報提供ネットワークシステム） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町総務課 

（所在地）〒891-4292 

     鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.19



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 総合行政システム（国民年金） 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金に係る届出等を受け付け進達する際に、内容確認の参

考とする 

記録項目 

１被保険者情報（基礎年金番号、宛名番号、カナ氏名、氏名、

性別、生年月日、年齢、住所、国籍、個人番号）、２被保険者資

格情報（種別、履歴、月数） 

記録範囲 国民年金被保険者 

記録情報の収集方法 総合行政システム（住民基本台帳）、日本年金機構 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.20



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 社会保険オンラインシステム可搬型窓口装置 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金に係る届出等を受け付け進達する際に、内容確認の参

考とする 

記録項目 

１被保険者情報（基礎年金番号、宛名番号、カナ氏名、氏名、

性別、電話番号、生年月日、年齢、住所、国籍、個人番号、所

得、口座番号）、２被保険者資格情報（種別、履歴、月数）、３

被保険者年金支給情報（履歴、金額） 

記録範囲 国民年金被保険者 

記録情報の収集方法 日本年金機構 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.21



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 総合行政システム（国民健康保険資格） 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
被保険者の資格に関する手続きを行い、その情報をシステムで

管理する 

記録項目 

１被保険者情報（被保険者番号、宛名番号、カナ氏名、氏名、

性別、生年月日、年齢、住所、個人番号、所得、世帯員、続柄）、

２被保険者資格情報（履歴） 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 本人、総合行政システム（住民基本台帳、所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.22



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 高額療養費システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
高額療養費を始めとした保険給付や、その返還金にあたる第三

者求償・不当利得に関する情報をシステムで管理する 

記録項目 

１被保険者情報（被保険者番号、宛名番号、カナ氏名、氏名、

性別、生年月日、年齢、住所、所得、口座情報、世帯員、続柄）、

２被保険者資格情報（履歴）、３被保険者支給情報（履歴、金

額）、４被保険者第三者求償・不当利得情報（履歴、金額） 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 本人、総合行政システム（住民基本台帳）、国保連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292  

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.23



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 国保総合システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
レセプト点検等の医療費適正化に関する事務について、国保連

合会提供のシステムで確認やデータ抽出等を行う 

記録項目 

１被保険者情報（被保険者番号、宛名番号、カナ氏名、氏名、

性別、生年月日、年齢、住所）、２被保険者医療情報（レセプ

ト（病歴・心身の障害・診療調剤内容等）、医療費金額） 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 国保連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.24



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 特定健診等データ管理システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 

特定健診対象者へ受診券番号を割り当て、対象者リストを作成

する。また受診結果のデータ管理を行う 

特定保健指導対象者へ利用券番号を割り当て、対象者リストを

作成する。また指導結果のデータ管理を行う 

記録項目 

１被保険者情報（被保険者番号、宛名番号、受診券番号、利用

券番号、カナ氏名、氏名、性別、生年月日、年齢、住所）、２特

定健診結果、３特定保健指導結果 

記録範囲 国民健康保険加入の 40 歳～74 歳の者 

記録情報の収集方法 本人、人間ドック補助金申請書、国保連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.25



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 特定健診対象者への受診券を印刷し発送する 

記録項目 

１被保険者情報（被保険者番号、宛名番号、受診券番号、カナ

氏名、氏名、性別、生年月日、年齢、住所） 

記録範囲 国民健康保険加入の 40 歳～74 歳の者 

記録情報の収集方法 特定健診等データ管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.26



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 新医療費分析システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
重症化予防等の保健事業対象者を抽出し、指導結果のデータ管

理を行う 

記録項目 

１被保険者情報（被保険者番号、宛名番号、受診券番号、利用

券番号、カナ氏名、氏名、性別、生年月日、年齢、住所）、２特

定健診結果、３特定保健指導結果、４被保険者医療情報（レセ

プト（病歴・心身の障害・診療調剤内容等）） 

記録範囲 国民健康保険加入の 40 歳～74 歳の者 

記録情報の収集方法 本人、国保連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292  

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

 

 

505us2201
テキストボックス
No.27



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者システム（賦課事務） 

行政機関等の名称 屋久島町長、鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
保険料賦課収納における事務、保険料の還付充当における事

務、保険料の減免における事務を行うため 

記録項目 

１被保険者住所、２被保険者氏名、３被保険者生年月日、４被

保険者番号、５被保険所得情報、６被保険者賦課結果情報 

記録範囲 75 歳以上の方、65 歳から 74 歳で一定の障害がある方 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）①屋久島町健康長寿課 

     ②鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

（（所在地） 

①〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

②〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町７番４号 

       （鹿児島県市町村自治会館２階） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.28



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢システム（給付事務） 

行政機関等の名称 屋久島町長、鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療給付事業（人間ドック、高額療養費、療養費、

葬祭費、高額介護合算）を行うため 

記録項目 

１被保険者住所、２被保険者氏名、３被保険者生年月日、４被

保険者番号、５被保険者個人番号、６被保険者口座情報 

記録範囲 75 歳以上の方、65 歳から 74 歳で一定の障害がある方 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、各申請書を提出した者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）①屋久島町健康長寿課 

     ②鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

（所在地） 

①〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

②〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町７番４号 

       （鹿児島県市町村自治会館２階） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.29



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢システム（長寿健診事務） 

行政機関等の名称 屋久島町長、鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 長寿健診における事務 

記録項目 

１被保険者住所、２被保険者氏名、３被保険者生年月日、４被

保険者番号、５被保険者所得情報 

記録範囲 75 歳以上の方、65 歳から 74 歳で一定の障害がある方 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）①屋久島町健康長寿課 

     ②鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

（所在地） 

①〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

②〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町７番４号 

       （鹿児島県市町村自治会館２階） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.30



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・保険年金係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢システム（資格事務） 

行政機関等の名称 屋久島町、鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 被保険者資格等に関する事務 

記録項目 

１被保険者住所、２被保険者氏名、３被保険者生年月日、４被

保険者番号、５被保険者所得情報、６被保険者情報 

記録範囲 75 歳以上の方、65 歳から 74 歳で一定の障害がある方 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）①屋久島町健康長寿課 

     ②鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

（所在地） 

①〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

②〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町７番４号 

       （鹿児島県市町村自治会館２階） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.31



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 総合行政システム（資格） 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課介護保険係 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険被保険者証の交付に関する事務 

記録項目 

１被保険者情報（被保険者番号、介護番号、宛名番号、世帯番

号、カナ氏名、氏名、性別、生年月日、年齢、住所） 

２被保険者資格情報（種別、事由、取得年月日、住所地特例情

報、生活保護情報） 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 総合行政システム（住民基本台帳） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.32



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 総合行政システム（賦課） 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課介護保険係 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険第１号被保険者保険料賦課・徴収に関する事務 

記録項目 

１異動情報（被保険者番号、介護番号、宛名番号、世帯番号、

カナ氏名、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、異動日、徴収

区分、異動事由、更生事由、種別、資格取得日、資格喪失日） 

２保険料・算定基礎情報（保険料額、所得金額、年金額、世帯

情報） 

記録範囲 第１号被保険者 

記録情報の収集方法 総合行政システム（住民基本台帳） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.33



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・地域支援係 

個人情報ファイルの名称 地域包括支援システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課地域支援係 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者管理及び支援のため 

記録項目 

１高齢者情報（利用者番号、保険証番号、カナ氏名、氏名、性

別、生年月日、年齢、住所、日常生活自立度、介護度、家屋状

況、経済状況、助成制度、医療機関情報、緊急連絡先、家族構

成、生活状況、現病歴・既往歴） 

２介護保険情報（介護度、前回介護度、認定日、有効期間、居

宅介護支援事業所、サービス利用状況） 

記録範囲 
65 歳以上の者、40 歳以上 64 歳以下の法に定める特定疾病を持

つ要介護及び要支援認定者 

記録情報の収集方法 
総合行政システム（住民基本台帳）、本人、代理人、親族、主

治医、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考  

 

505us2201
テキストボックス
No.34



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（予防接種） 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課健康増進係 

個人情報ファイルの利用目的 定期及び臨時の予防接種に関する事務を行うため 

記録項目 

１接種券番号、２接種者情報（宛名番号、カナ氏名、氏名、生

年月日、性別、住所、世帯主情報）、３接種種別、４接種医療

機関情報、５接種ワクチン情報、６接種日時 

記録範囲 接種者、世帯主 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム（住民情報）、医療機関からの予診票 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.35



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 ワクチン記録システム（VRS） 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課健康増進係 

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナウイルスワクチン接種に係る事務のため 

記録項目 

１接種券番号、２接種者情報（個人番号、カナ氏名、氏名、生

年月日、性別、接種自治体、転出元自治体）、３接種情報（接

種日時・ワクチンの種類、接種医療機関）、４死亡・転出情報、

５旅券ナンバー、６国籍 

記録範囲 接種対象者 

記録情報の収集方法 健康管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.36



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 COVID-19 フォルダ【元データ】 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課健康増進係 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルスワクチン接種に係る事務（名簿作成）のた

め 

記録項目 

１接種券番号、２接種者情報（カナ氏名、氏名、生年月日、性

別、住所、電話番号） 

記録範囲 接種予定者 

記録情報の収集方法 健康管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 島内接種医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.37



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（健康管理） 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課健康増進係 

個人情報ファイルの利用目的 がん検診等の実施に係る事務のため 

記録項目 

１宛名番号、２世帯番号、３受診者情報（カナ氏名、氏名、生

年月日、性別、年齢、住所）、４世帯主氏名、５健診種別、６受

診日、７受診番号、８課税情報、９保険資格 

記録範囲 受診者、世帯主 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳システム（住民情報）検診実施機関等からのデー

タ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒849-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.38



個人情報ファイル簿        【課名・係名】健康長寿課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（健康管理） 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿課健康増進係 

個人情報ファイルの利用目的 結核検診事業の事務のため 

記録項目 

１宛名番号、２世帯番号、３受診者情報（カナ氏名、氏名、生

年月日、性別、年齢、住所）、４世帯主氏名、５健診種別、６受

診日、７受診番号、８課税情報、９保険資格 

記録範囲 受診者・世帯主 

記録情報の収集方法 住民基本台帳（住民情報）、検診実施機関からのデータ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町健康長寿課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.39



個人情報ファイル簿        【課名・係名】生活環境課・上下水道係 

個人情報ファイルの名称 上下水道料システム 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
生活環境課上下水道係 

個人情報ファイルの利用目的 
上水道・簡易水道・農業集落排水使用料金の調定及び徴収事務

を行うため 

記録項目 

１水栓所在地・施設名、２使用者氏名・住所・電話番号、３所

有者氏名・住所・電話番号、４メーター情報、５検針記録情報、

６調定情報 

記録範囲 上水道・簡易水道・農業集落排水使用者、所有者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町生活環境課 

（所在地）〒891-4292 

     鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.40



個人情報ファイル簿        【課名・係名】会計課・会計係 

個人情報ファイルの名称 債権者データ 

行政機関等の名称 屋久島町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
会計課会計係 

個人情報ファイルの利用目的 歳出事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４口座情報（金融機関名、口

座種別、口座番号、口座名義人名） 

記録範囲 債権者、債務者 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 指定金融機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町会計課 

（所在地）〒891-4292  

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.41



個人情報ファイル簿        【課名・係名】農業委員会事務局 

個人情報ファイルの名称 農地台帳 

行政機関等の名称 屋久島町農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 農地状況の把握 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日（年齢）、４住所、５続柄、６資産

状況、７農機具等の保有状況、８農業者年金情報 

記録範囲 農地所有者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳、資産税情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 産業振興課 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町農業委員会事務局 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.42



個人情報ファイル簿        【課名・係名】教育総務課・総務管理係 

個人情報ファイルの名称 学齢簿ファィル 

行政機関等の名称 屋久島町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
教育委員会事務局教育総務課総務管理係 

個人情報ファイルの利用目的 児童生徒の就学状況を把握する事務を行うため 

記録項目 

１管理番号、２児童生徒情報（氏名、生年月日、住所、性別）、

３保護者情報（氏名、生年月日、住所、児童生徒の関係）、４

就学情報、不就学情報、就学の督促情報、その他必要な事項 

記録範囲 町内に在住する学齢児童生徒（満６歳から満 15 歳） 

記録情報の収集方法 学齢簿管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 町内小・中学校 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町教育委員会事務局教育総務課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.43



個人情報ファイル簿        【課名・係名】教育総務課・総務管理係 

個人情報ファイルの名称 学齢簿管理システム 

行政機関等の名称 屋久島町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
教育委員会事務局教育総務課 

個人情報ファイルの利用目的 児童生徒の就学状況を把握する事務を行うため 

記録項目 

１管理番号、２児童生徒情報（宛名番号、世帯番号、氏名、生

年月日、住所、性別、年齢）、３保護者情報（宛名番号、世帯番

号、氏名、生年月日、住所、性別、児童生徒の関係）、４学校情

報、不就学情報、督促情報 

記録範囲 
町内に在住する学齢児童生徒（満６歳から満 15 歳）及び 10 月

１日現在で翌年度の初めまでに満６歳に達する者 

記録情報の収集方法 保護者、住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 町内小・中学校 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町教育委員会事務局教育総務課 

（所在地）〒891-4292 

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.44



個人情報ファイル簿        【課名・係名】選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの名称 選挙時選挙人名簿 

行政機関等の名称 屋久島町選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 各種選挙事務 

記録項目 

１投票区、２行政区、３住所、４氏名、５生年月日、６性別 

記録範囲 選挙権を有する町民 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、選挙管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町選挙管理委員会事務局 

（所在地）〒891-4292  

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

505us2201
テキストボックス
No.45



個人情報ファイル簿        【課名・係名】選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの名称 定時選挙人名簿 

行政機関等の名称 屋久島町選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 定時選挙人名簿登録 

記録項目 

１投票区、２行政区、３住所、４氏名、５生年月日、６性別 

記録範囲 選挙権を有する町民 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、選挙管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）屋久島町選挙管理委員会事務局 

（所在地）〒891-4292  

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
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